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１．平成１７年度(第２５回)通常総会を開催 

  平成 17 年度(第 25 回)通常総会を 5 月 27 日(金)午後 4 時 30 分からシャインプラザ平

安閣で開催した。 

  はじめに工藤会長が挨拶し、引き続いて議長に長谷川運営委員長が選任され、議案の

審議に入りました。 

  議案第１号 平成 16 年度事業報告及び決算の承認について、事務局が説明。次に監事

より報告があり満場一致をもって承認されました。 

  議案第２号 社団法人秋田市建設業協会定款の一部変更(案)及び議案第３号 社団法

人秋田市建設業協会規約の一部改正(案)については関連があるため一括して事務局が説

明の後、満場一致をもって承認されました。 

  議案第４号 平成 17 年度事業計画(案)及び予算(案)について事務局が説明、満場一致

をもって承認されました。 

  引き続き懇親会に移り来賓として秋田市長 佐竹敬久様、市議会副議長 安井貞三様

をはじめ多数の議員、市当局幹部、入会予定の河辺・雄和建設関連業者の皆様のご出席

を得て開催され、盛会裡のうちに幕を閉じました。 

 

２．定例会議 

◎ 役 員 会   ５月２３日(月) 

 《報告》１．工務委員会・運営委員会における委員長報告 

         工務、運営の両委員長から委員会における協議内容について報告があ

り了承されました。 

 《議題》１．会員の退会について 

         (有)尾張建設業及び(有)瀬下建設より提出された退会届について慎重

審議の結果退会を承認いたしました。 

     ２．河辺・雄和建設関連業者の正会員としての入会について 

         河辺地区・雄和地区計19 社の正会員としての入会について入会調書に

もとづいて慎重審議の結果入会を承認いたしました。 

         なお正式の入会は総会で定款及び規則が承認された後、秋田県知事に

定款変更の申請をし、認可があった日からとなる予定です。 



     ３．その他 

         総会の役割分担等を協議いたしました。 

 

◎ 工 務 委 員 会    ５月 11 日(水) 

 《議題》１．入札・契約関連の諸問題について 

          市の入札・契約関連の諸問題について委員の各立場で自由に意見交

換や問題点を協議いたしました。 

     ２．その他 

         委員会研修旅行について 9月頃に実施する方向で協議いたしました。 

 

◎ 運 営 委 員 会    ５月１８日(水) 

 《議題》１．会員の退会について 

         (有)尾張建設工業及び(有)瀬下建設から提出された退会届について審

議し、退会を委員会として認めることで役員会へ付議することといたし

ました。 

     ２．河辺・雄和建設関連業者の正会員としての入会について 

         河辺・雄和地区計19 社の正会員としての入会について入会調書にもと

づいて慎重審議し入会を委員会として認めることで役員会へ付議するこ

とといたしました。 

     ３．平成 17 年度通常総会の対応について 

         総会当日の運営について協議いたしました。 

 

3．青年会の活動 

◎ 青年会役員会 5 月 20 日(金) 

協会会議室で開催。 

平成 17 年度の事業及び担当を下記のとおり決定いたしました。 
 

記 
 

  ①野球大会    鈴木(建)、伊藤(久) 

  ②測量技術研修会    鈴木(雅)、伊藤(哲)、高島 

  ③研修視察旅行    高島、永田 

  ④技術講習会    担当者未定 

  ⑤交流会    佐藤(勝) 

  ⑥会員研修(大曲青年会招待)    加賀屋 

  ⑦全中建    伊藤(仁) 



4．平成 17 年度｢全国安全週間｣ 7 月 1 日～7 日 

準備期間 6 月 1 日～6月 30 日 

 

  厚生労働省、中央労働災害防止協会主唱の｢平成 17 年度全国安全週間｣が 6月 1日から

6月 30 日までを準備期間、7月 1日から 7月 7日までを本週間として実施される。 

  安全週間は産業界の自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全

意識の高揚と安全活動の定着を図るために行っている。 

  今年度は「トップの決意とみんなの創意 リスクを減らして進める安全」のスローガ

ンの下に、主唱者側で安全広報資料等の作成、配布、新聞等を通じての広報、全国安全

週間地方大会、安全に関する作文や写真の募集などを進めるほか、各事業場での積極的

な取り組みを求めている。 

 


